
目的 第９期国立市介護保険事業計画及び第７次高齢者保健福祉計画策定のため、市内の

介護保険サービス事業所を対象としたアンケート調査を行った。

対象 市内介護保険施設及び介護保険サービス事業所（93事業所）
※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、
 回答数は最大82件の回答となる。

設問数 24問（居宅介護支援事業所は31問）

回答方法 ケア倶楽部のアンケート機能を利用

実施期間 令和5年8月14日～令和5年8月31日
   
回収状況 回答数 54件 / 総数 82件  回答率 65.9％

国立市内事業者向けアンケート調査結果



Q1.介護職員処遇改善加算を取得（届出）されていますか？

※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、

Q3.【Q1で「取得（届出）していない」と回答された事業所のみ】 介護職員処遇改善加算を取

得していない理由は何ですか？（複数選択可）

Q2.【Q1で「取得（届出）している」と回答した事業所のみ】 介護職員処遇改善加算により、

職員の採用や定着につながりましたか？（複数選択可）

令和３年度制度改正の影響について（Q1～11）
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介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を取得（届出）している。
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）を取得（届出）している。
介護職員処遇改善加算（Ⅲ）を取得（届出）している。
取得（届出）していない
介護職員処遇改善加算の対象サービスではない
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職員採用につながった

職員定着につながった

職員採用にはつながらなかった

職員定着にはつながらなかった

わからない
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算定要件の理解が困難

事務作業が煩雑

事業者負担の発生

利用者負担の増加

賃金改善の必要がない

算定要件を達成できない

その他
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Q4.介護職員等特定処遇改善加算を取得（届出）されていますか？

※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、

Q5.【Q4で「取得（届出）している」と回答した事業所のみ】 介護職員等特定処遇改善加算に

より、職員の採用や定着につながりましたか？（複数選択可）

Q6.【Q4で「取得（届出）していない」と回答された事業所のみ】 介護職員等特定処遇改善加

算を取得していない理由は何ですか？（複数選択可）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を取得（届出）している
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）を取得（届出）している
取得（届出）していない
介護職員等特定処遇改善加算の対象サービスではない
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職員採用につながった

職員定着につながった

職員採用にはつながらなかった

職員定着にはつながらなかった

わからない

その他
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算定要件の理解が困難

事務作業が煩雑

事業者負担の発生

利用者負担の増加

賃金改善の必要がない

算定要件を達成できない

その他
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Q７.介護職員等ベースアップ等支援加算を取得（届出）されていますか？

※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、

Q8.【Q7で「取得（届出）している」と回答した事業所のみ】 介護職員等ベースアップ等支援

加算により、職員の採用や定着につながりましたか？（複数選択可）

Q9.【Q7で「取得（届出）していない」と回答された事業所のみ】 介護職員等ベースアップ等

支援加算を取得していない理由は何ですか？（複数選択可）

29 6 19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護職員等ベースアップ等支援加算を取得（届出）している
取得（届出）していない
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象サービスではない
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職員採用につながった

職員定着につながった

職員採用にはつながらなかった

職員定着にはつながらなかった

わからない

その他
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算定要件の理解が困難

事務作業が煩雑

事業者負担の発生

利用者負担の増加

賃金改善の必要がない

算定要件を達成できない

その他

 3



※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、

その他

Q11.【Q10で「サービス内容を見直した」と回答された方】 具体的にどのような見直しです

か？（複数選択可）

Q10.令和３年度介護報酬改定に伴う影響や変化としてどのようなものがありましたか？（複数

選択可）

「居宅介護支援 サービス利用状況等 説明書」を作成、利用者様に交付し署名をいた

だきましたが、書類作成にあたり利用割合や書類のひな形の作成、訪問・署名をもらう

業務が増えました。また、前期と後期に分けて都度作成し直す必要があり、今後も一時

的な業務が増える見込みです。
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利用料への関心が強まった

低所得者の生活支援に苦慮する

サービス内容を見直した

勤務体系、人材確保策を見直した

人件費以外の経費を見直した

利用者数・回数が増えた

利用者数・回数が減った

影響や変化は特に感じない

その他

当事業所には関係ない
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加算の取得

加算の取りやめ

サービスを充実させた

サービスをスリム化した

その他
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※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、

その他 

⾧年にわたり募集をしていない

現状職員の募集はしていない

公募はしていませんが、知り合いに声掛けをしています。

人材の確保・育成について（Q12～16）

Q１２. 職員の募集はどのように行っていますか？（複数選択可）

その他について当事業所では昨年度より初任者研修を実施しております。当事業所では

人員は増えませんでしたが通所介護の事業所などに登録をされたと聞いており微力では

ありますが国立市の事業に貢献できたのではないかと思います。
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ハローワーク（公共職業安定所）に

求人票を出している

看護系大学に求人票を出している

薬科系大学に求人票を出している

専門学校に求人票を出している

新聞の折り込み広告等に求人を掲載してい

る

職業紹介雑誌等に求人を掲載している

就職相談会等の機会にブースを設けている

インターネット媒体を介して募集している

人材派遣会社の活用

人材紹介会社の活用

その他
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Q13.職員の時間外勤務時間は増えましたか？（複数選択可）

その他

無料の外部研修参加。

Q14.職員の研修や資格取得のための支援として、以下の取組を行っていますか？（複数選択

可）
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増えた

減った

変わらない
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事業所で研修を実施している

外部の研修機関に委託して実施してい

る（費用は事業所負担）

外部の研修への参加を奨励している

（費用は事業所負担）

外部の研修への参加費（自己負担）の

補助を行っている

その他

特に行っていない
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その他

収支状況に応じて変動。

Q15.職員の昇進、昇給等に際して、どのような内容・項目で評価を行っていますか？（複数選

択可）
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貴事業所での在職期間（勤続年数）

貴事業以外を含めた通算での経験年数

所有する資格の種類

介護技術面の能力

管理能力

利用者からの評価・評判（顧客満足度調

査結果など）

研修等の受講状況

業務への取組意欲

その他

昇進・昇格に関する評価制度はない
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Q16.転職者を雇用する際の支障は何だと思いますか？（複数選択可）
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賃金が低い

夜間勤務がある

休みが少ない

福祉について知識やスキルが足りない

意識がなかなか変わらない

体力や年齢

専門性（資格）がない

以前のキャリア・経験を生かせない

高齢者への偏見や理解不足（権利意識の希薄

さ）

事業所側に抵抗感がある・なじめない

労務管理が難しい

その他
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※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、

Q１７. 貴事業所の経営状況（収支）は？

Q18.【Q17 で「赤字」で回答した事業所のみ】 赤字の主な理由は何ですか？（複数選択可）

事業経営について（Q17～20）

17 21 16
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黒字 赤字 収支均衡
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利用者数の低迷

人件費の高騰

人件費以外の経費の高騰

人材不足によるサービス供給量の低下

競合する事業所・施設の増加

介護報酬の設定

把握していない

その他
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Q19.国立市内での事業の拡大予定はありますか？（複数選択可）
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居宅介護支援

訪問介護

訪問看護

訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

居宅療養管理指導

福祉用具の貸与・販売

住宅改修

訪問型サービス（総合事業）

通所型サービス（総合事業）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護入所者…

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

拡大の予定はない
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Q20.国立市内での事業の縮小・廃止の事業予定はありますか？（複数選択可）
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訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

居宅療養管理指導

福祉用具の貸与・販売

住宅改修

訪問型サービス（総合事業）

通所型サービス（総合事業）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護入所…

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

縮小・廃止の予定はない
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※ただし、国立市ケア倶楽部の登録が事業所番号ごととなっているため、

その他

事業所の課題や改善が必要なことについて（Q21～24）

家族がいない場合、近い将来どのように支援していくのか。併せて認知の低下がある場

合の意思決定をどうするのか。

Q２１． 貴事業所が、介護保険サービス（総合事業を含む）を実施するうえで、課題や改善が

必要と考えていることはどのようなことですか？（複数選択可）

43
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2
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介護職員等の人員の確保が難しいこと

介護職員等の研修など、人材育成が難しい

こと

経営経費・活動資金が不足していること

介護報酬が実態と合わないこと

利用者の継続的な確保が難しいこと

利用者に対する情報提供が難しいこと

利用者のニーズの把握が困難であること

情報の入手や活用の仕方が十分でないこと

作成・保存等しなければならない書類の量

が多いこと

客観的な視点からのサービス評価が難しい

こと

行政や事業者間の連携が十分でないこと

医療と介護の連携が十分でないこと

その他

特に問題・課題はない
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その他
ベテランヘルパーが多いため、サービス内容の細部の指示は行わず、本人たちの自主性

を尊重する。

Q22,貴事業所では、介護職員等の早期離職防止や定着促進を図るためにどのような方策をとっ

ていますか？（複数選択可）
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1

1
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賃金・労働時間等の労働条件（休暇を取りやすく

することも含める）を改善している

能力や仕事ぶりを評価し、配置や処遇に反映して

いる

職員の仕事内容と必要な能力等を明示している

キャリアに応じた給与体系を整備している

非正規職員から正規職員への転換の機会を設けて

いる

能力開発を充実させている（社内研修実施、社外

講習等の受講・支援等）

労働時間（時間帯・総労働時間）の希望を聞いて

いる

仕事に係る悩み、不満、不安などの相談窓口を設

けている（メンタルヘルス対策含む）

非常勤職員含め、検診受診勧奨など、健康対策や

健康管理に力を入れている

職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を

図っている（定期的なミーティング、意見交換…

福利厚生を充実させ、職場内の交流を深めている

（カラオケ、ボウリングなどの同好会、親睦会…

職場環境を整えている（休憩室、談話室、出社時

に座れる席の確保等）

子育て支援を行っている（子供預り所を設ける、

保育費用支援等）

その他

特に方策を取っていない
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Q23.介護職員等の早期離職防止や定着促進を図るためにどのような方策が効果的であると思い

ますか？（複数選択可）
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賃金・労働時間等の労働条件（休暇を取りやすく

することも含める）を改善する

能力や仕事ぶりを評価し、配置や処遇に反映する

職員の仕事内容と必要な能力等を明示する

キャリアに応じた給与体系を整備する

非正規職員から正規職員への転換の機会を設ける

能力開発を充実させる（社内研修実施、社外講習

等の受講・支援等）

労働時間（時間帯・総労働時間）の希望を聞く

仕事に係る悩み、不満、不安などの相談窓口を設

ける（メンタルヘルス対策含む）

非常勤職員含め、検診受診勧奨など、健康対策や

健康管理に力を入れる

職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を

図る（定期的なミーティング、意見交換会、…

福利厚生を充実させ、職場内の交流を深める（カ

ラオケ、ボウリングなどの同好会、親睦会等の…

職場環境を整える（休憩室、談話室、出社時に座

れる席の確保等）

子育て支援を行う（子供預り所を設ける、保育費

用支援等）

その他

特に方策はない
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Q24.市の介護保険事業にご意見・ご要望等有りましたら教えてください。

市に対してというよりは、ケアマネの業務についてです。利用者の突発的な出来事に対する対応

(救急対応、休日、夜間、年末年始など含め）や、サービスの隙間の対応はケアマネが担うことが

多い。サービス事業者によっても何かとケアマネに連絡してくるところもある。ケアマネとしては

丁寧に支援をしたいが、そこに報酬がつかない。割に合わず、多くを受けられない要因にもなって

いる。今後、国の制度変更で、ケアマネに利用者負担が発生した場合、利用者にも権利意識が生ま

れて、さらに仕事が増えるのではないかと懸念している。今回、このようなアンケートをとってい

ただいたが、このようなこと話したりできる場があるとよいのではないかと思う。

国立市様とは連携も取りやすく、相談しやすい環境で仕事ができています。他市に比べても柔軟な

対応をして頂けるので、ご利用者様にとって住みやすい市だと感じます。

総合事業の介護報酬を上げてほしい。定率制ではなく、通常の介護保険と同様にケア1回あたりの

報酬としていただきたい。他市と比較しても総合事業の介護報酬は低く、その報酬額では支援時間

は45分程。自立支援が一番必要な要支援者の支援であるにも関わらずヘルパーが代行するしかな

い。

物価高騰対策として支援給付金をいただき大変感謝申し上げます。近隣他市の給付金の状況と比較

すると、もう少し増額していただきたいのが正直なところでございます。各市の財政によって給付

金に差が出てしまうのは致し方ない事とは思いますが、ご検討のほどよろしくお願い致します。立

川市：介護老人福祉施設1,000,000円、短期入所300,000円、居宅及び訪問100,000円国分寺市：介

護保険サービス事業所一律100,000円、通所系・居宅系は定員により100,000～300,000円加算昭島

市：施設サービス一律300,000円、居宅サービス一律120,000円

訪問介護要員の高齢化が進み、若い人材が、大手に流れてしまう。小規模事業所の良さをアピール

してほしい。
当初よりずっと一人ケアマネな者ですから包括の皆様と一緒に行動したりご意見や相談等させてい

ただいてます。大変助かってます。

ペーパーレスにして欲しいです。faxの廃止。

特別な要望等はございません。
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居宅介護支援事業所への質問（Q25～31）

Q25.【居宅介護支援事業所のみ】事業所の居宅サービス計画書（ケアプラン）担当件数は何人

ですか（令和５年７月末現在）。
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Q26．【居宅介護支援事業所のみ】 ケアプラン作成にあたり、問題・課題となっていることは

ありますか？（複数選択可）

3

3
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1
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11

2

2

0
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0
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家族や本人の利用意向とケアマネジャーの

考え方の違いが調整できないこと

介護保険（総合事業含む）サービスが不足

していること

介護保険サービス以外の地域資源が不足し

ていること

どこにどのようなサービスがあるのかとい

う情報が少ないこと

病気などのため、利用者や家族との意思確

認が十分にできないこと

ケアプランの作成が難しい困難ケースが多

いこと

業務が繁忙なため、利用者又はご家族との

面接や連絡が難しいこと

作成・保存等しなければならない書類の量

が多いこと

職員のスキルアップ研修等の実施が難しい

こと

医療関係者との連携・調整が十分にできな

いこと

サービス事業者との連携、調整が十分にで

きないこと

その他

特にない
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その他

①認定調査、審査会が、市の都合で期間内に間に合わないことが多い。その場合、暫定

のケアプランを立て事業者に交付、後から認定結果が出て、また正式なケアプランを作

り事業者に交付することになったりするのは無駄を感じる。要介護と要支援の可能性の

ある利用者については、認定結果が遅れサービスが先行してしまうと、２パターンを考

えることにもなり必要以上に気を遣うことがある。②情報開示請求についてほぼ必ず必

要なのに、「申請書を作成、署名をもらい、市役所に申請しに行き、また連絡を待って

受け取りに行く」というのは、やることが多いと思います。最初に契約したときに請求

することは了解してもらって、インターネットで申請できる、とかならないでしょう

か・・・・(受取は、ケアマネが取りに行って身分証を提示するとか）③みなし２号に

ついて、生保の担当者や介護保険課の窓口が制度を理解していないことも多く、周知が

必要だと思われる。

独居で身寄り無く、ごみ屋敷、手続き等も権利擁護につながるまでが⾧くケアマネとし

ての「相談業務」の解釈・位置付け。
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Q27.【居宅介護支援事業所のみ】 市内で不足していると思う介護保険サービス（総合事業含

む）はどれですか？（複数選択可）
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訪問介護

訪問看護

訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

居宅療養管理指導

福祉用具の貸与・販売

住宅改修

訪問型サービス（総合事業）

通所型サービス（総合事業）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

その他
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その他

Q28【居宅介護支援事業所のみ】 継続的支援体制加算を利用していますか？

Q29.【居宅介護支援事業所のみ】 継続的支援体制加算により、職員の採用や定着、給与の増

加につながりましたか？（複数選択可）

会計処理上、直接給与などに関与していないため影響が生じていない

直接的な給与や人員確保の反映にはこの間、ならなかったものの、事業継続に必要な一

部収益として助かっています。
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職員採用にはつながらなかった

職員定着にはつながらなかった

給与の増加につながった

給与の増加につながらなかった

わからない

その他
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複数人居る事業所であれば協力体制が取れるかも。一人ケアマネではそのような体制は

取れない。
処遇改善加算対象外の為、職員の給与増加の財源がなく、給与が介護職員さんより低い

状況が続いていました。現加算のおかげで職員の退職や異動願いがなくなり、継続した

ケアマネマネジメント業務が行えています。今後も加算継続できるように、一人一人の

ケアマネのスキルアップに努めて参ります。
今後も継続して加算給付の仕組みを維持していただけると事業所の収益になるので助か

ります。

Q30【居宅介護支援事業所のみ】 継続的支援体制加算を取得していない理由は何ですか？（複

数選択可）

事務作業が煩雑であると感じている。特に事務取扱者の変更などがあると、引継ぎも含

め申請用書類作成に手間取る。

Q31.【居宅介護支援事業所のみ】継続的支援体制加算についての意見があれば教えてくださ

い。

継続的支援体制加算がもう少し上がるとありがたいです。事業所の収益や経営を継続し

ていく視点から要支援の利用者様の担当件数を制限せざるを得ない状況があります。

事業所が加算の要件を満たさない為、取得ができない
継続的支援体制加算のおかげで経営は安定しています。賞与で還元させていただいてい

ますが、それでも報酬は安いほうと自覚しています。今年度はもう少し還元できるかと

思っています。
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算定要件の理解が困難

事務作業が煩雑

人員的に要支援者を受け持つことが難しい

給付条件である市で行う会議に参加すること

が難しい

要支援者と要介護者でケアプランの作成の違

いなどがあり面倒

その他
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